
これ一冊で、相続のすべてがわかる!!

岡山・倉敷相続サポートセンター

遺言書の書き方から葬儀後の手続・相続税申告まで

遺言を書きたいがどうしたら良いのか？

葬儀後、何から手を付けて良いかわからない

相続手続の手順と方法を知りたい

我が家の場合、相続税がかかるのか、かからないのかを
知りたい

相続手続＆相続税に関する全般的な知識を学びたい

お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。

遺言・相続手続・相続税無料相談実施中！

検索岡山・倉敷相続サポートセンター

事務所概要 まるわかりガイド

このような方のためのわかりやすいハンドブックです

遺言
相続手続
相続税

0120-931-172
（相談専用）平日8:30～17:00

相談専用窓口
お気軽にお問合せ下さい

 〒700-0977　岡山市北区問屋町13番地103   
http://www. okayama-souzoku.com

TEL
FAX

086-246-5300(平日8:30～17 :00）

086-246-1388（24時間受付）
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ごあいさつ

岡山・倉敷相続サポートセンター
税理士 竹村高志

　相続。それは特別なことではなく、ほぼすべての方の身に降り
かかってくる出来事です。しかしながら、いつまでに何をすれば
良いのか、誰に相談すれば良いのかなど全くわからず、かと言っ
て、他の方に気軽に相談できる内容でもないために、心細いお気
持ちで過ごされている方も多いようです。
　そこで、相続のプロとして毎日のように相続手続や相続税申
告を取り扱っている私どもが、そのような不安なお気持ちで過ご
されている皆さまのお役に少しでも立てれば、という思いで遺言
書の書き方から相続手続、相続税申告の進め方がわかるような
ハンドブックを作りました。

●遺言を書きたいがどうしたら良いのか？
●葬儀後、何から手を付けて良いかわからない
●相続手続の手順と方法を知りたい
●我が家の場合、相続税がかかるのかかからないのか
を知りたい
●相続手続＆相続税に関する全般的な知識を学びたい
　といった、皆さまが日頃心配されているようなことが、読んで
いただければ一通りわかるようになっています。

　この冊子が、皆さまの心の負担を少しでも軽減することができ
ましたら幸いです。もし、途中でわからないことがあれば、お気
軽に私どもにお尋ね下さい。

※本ハンドブックに含まれるあらゆる情報等は全て平成 26 年 4 月 1 日現在の法令に基づいて作成しておりますが完全性・正確性に関

して一切の保障を与えるものではありません。本ハンドブックに含まれる情報等を利用し、直接的・間接的に損失が生じた場合、一切

の責任を負わないものとします。
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１．相続手続の全体像（フローチャート）
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相続放棄・限定承認は３ヵ月以内に

所得税の準確定申告は４ヵ月以内に

相続税申告は１０ヵ月以内に 
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死亡届
死体火葬埋葬許可申請
世帯主変更届

児童扶養手当認定請求
復氏届
姻族関係終了届
子の氏変更許可申請

国民健康保険証
シルバーパス
高齢者認証福祉サービス
死亡退職届
身分証明書
最終給与
社会保険証
クレジットカード
借金（負債の確認）
会員証
リース・レンタルサービス
金融取引（預金）
証券取引（株・投資信託）
生命保険・入院保険
団体弔慰金
簡易保険
死亡退職金
遺族共済年金
葬祭料

生命保険付住宅ローン
クレジットカード

寡婦年金の請求（国民年金）
死亡一時金の請求（国民年金）
死亡遺族厚生年金の請求（厚生年金）
遺族共済年金の請求（共済年金）
葬祭費の請求（国民健康保険）

遺族基礎年金の請求（国民年金）

相続手続の種類2．
　相続手続のスケジュールが分かったら、ご自身がどこでどんな手
続をするべきかをチェックしてみましょう。
　相続手続は性質によって大きく５つに分類できます。基本手続・
やめる手続・もらう手続・引き継ぐ手続・法律上の手続です。期限
があるものも多く、優先順位をつけることが重要です。
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市区町村役場（7日以内）
市区町村役場（7日以内）
市区町村役場（14日以内）
市区町村役場（世帯主変更届と同時）
市区町村役場
市区町村役場
家庭裁判所

市区町村役場
市区町村役場
福祉事務所
勤務先
勤務先
勤務先
勤務先
クレジット会社
消費者金融・銀行・ローン会社
デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会など
リース会社・レンタル会社
銀行・郵便局・JA（農協）
証券会社
生命保険会社
共済会・互助会・協会・サークル
郵便局
会社
共済会
共済会・市区長村役場
銀行（団体生命保険）
カード会社（保険付帯確認）

市区町村役場
市区町村役場
年金事務所
年金事務所
市区町村役場

市区町村役場

届出・手続き 手続先 
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本
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5

埋葬費の請求（社会保険）

高額療養費の請求（健康保険）

高額療養費の還付

遺族補償年金・一時金の請求

借地契約

賃貸住宅

公営住宅

家屋の火災保険

預金・貯金

出資金

株

自動車

自動車保険

保証金

貸付金

電話加入権

光熱費

会員権

特許

事業の許認可

著作権

借金（住宅ローン、クレジット）

保証人の地位

固定資産税・都市計画税の承継

相続人・相続分の確定（相続関係説明図の作成）

遺産の調査（遺産目録の作成）

遺産分割協議書の作成

特別代理人選任の申立（相続人が未成年の場合）

遺言書の検認（自筆遺言書の場合）

遺言執行者選任の申立

不動産の名義変更登記（相続登記）

会社役員の死亡登記

住宅ローンの引受け

根抵当権の引受け（事業用資金の借入がある場合）
借金の整理

相続放棄・限定承認の申立

遺留分減殺請求

所得税の準確定申告

届出・手続き 手続先 

続
手
う
ら
も

続
手
ぐ
継
き
引

続
手
の
上
律
法

相続税の申告

年金の手続

健康保険の手続

事業の許認可（農業、建設業、酒・たばこの販売）
特許

相続人

税務署（４ヶ月以内）

税務署（１０ヶ月以内）

市区町村役場・年金事務所

労働基準監督署

地主

管理会社・家主

公営管理団体

損害保険会社

証券会社・信託銀行・発行会社

陸運局

損害保険会社

保証金の預け先

貸付先

電話会社

特許庁

管轄官庁

各著作権協会

債権者

債権者

市区町村役場

勤務先・年金事務所

市区町村役場・年金事務所

銀行・信用金庫・農協・郵便局

銀行・信用金庫・農協

電気・ガス会社・水道局

ゴルフ・リゾートクラブ

市区町村役場

引き継ぐ手続先全て

相続人

家庭裁判所

家庭裁判所

家庭裁判所

法務局

法務局

銀行・信用金庫・法務局

銀行・信用金庫・法務局

債権者

家庭裁判所

市区町村役場・年金事務所

市区町村役場・年金事務所

管轄官庁
特許庁
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Ⅱ
．相
続
手
続
の
進
め
方

遺産をどう分ける？遺産相続の方法3．
相続人が確定し、遺産の概要も見えてきたら、あとはそれを分け
るだけです。さて、遺産をどう分けるのが良いのでしょうか？
まずは、法律で定められた遺産相続の方法について確認しましょう。

左記のうち、現実的には最も多いと言われる「遺産分割協議」
について確認いたしましょう。

　被相続人の死後に遺言書が発見されれば、遺言書の内容が優先します。すなわち、
相続人や相続分に関係なく、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われるのです。
但し、遺言書の形式は法律で厳格に規定されていますので、形式が整っていない
と無効になる場合もありますので注意が必要です。
また、遺言書があり、かつ遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意をもって
自由に分配することが可能です。

　遺言がない場合や法定相続によらない場合は、相続人全員で話し合って遺産分
割方法を決めます。しかし、多数決というわけにはいかず、相続人の一人でも欠け
た遺産分割は成立しません。話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し
ます。
この遺産分割協議書の内容に従って様々な名義変更手続を行うことになりますの
で、遺言書と同様作成には注意が必要です。

マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に行いま
す。

・相続放棄：相続権そのものを放棄します。借金を負わなくて済むものの、プラス
の財産を取得することもできません。各相続人が単独で放棄できます。

・限定承認：相続財産のプラスの範囲でマイナス財産も引き継ぐ制度です。相続
人全員で行わなければなりません。

※いずれの方法も、相続があったことを知った後３か月以内に行わなければなり
ません。万一、相続開始後３ヶ月を過ぎていれば、相続放棄の申立の際、説明
をする必要があります。専門知識を要する手続ですので、ぜひ一度ご相談くだ
さい。
　　また、故意に財産を処分・隠匿している場合は、３ヵ月以内であっても受け
られない場合があります。

　法律は血縁関係に応じて相続分を定めています。法定相続の場合は、このまま
法律の定めた割合で各財産は共有されます。
尚、これを変更する場合は遺産分割が必要となります。

遺言

（１）遺産分割の種類

（２）遺産分割の３つの方法

（３）遺産分割協議書の作成

指定分割

現物分割

換価分割

代償分割

法定相続

遺産分割協議

相続放棄

被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの
方法が最優先されます。
民法上の相続人以外の人にも分割することもできます。

一般的によく行われる分割方法で、不動産はＡに、預金はＢに、その
他の財産はＣにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物
によって決める方法です。 やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が
生じる可能性もあります。

たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を売却して、
売却額を相続人間で分ける方法です。有価証券も同様です。
換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分
に費用がかかる点です。

一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、不公
平が生じた部分について、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。 
この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に場
合によっては多額の金銭がなければできません。

遺産分割協議を行って被相続人の財産の分割方法が決まったら、後日争いが起こる
のを避けるためにも、その内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。

協議分割

調停・審判・
判決による
遺産分割

被相続人の遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話し合い
で分割する方法です。
その際、内容を書面にする義務はありませんが、後々のトラブルを避け
るために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員がその内容を承諾し
たことを証しておくと将来安全です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。

調停・審判・判決による遺産分割は、遺産分割協議がうまくまとま
らない場合や行方不明者がいて協議ができない場合に用いられる方
法です。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は、
審判になります。

期限３ヵ月以内
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準確定申告とは ?4． 相続税とは？5．
準確定申告とは

準確定申告のスケジュール

準確定申告の手続

１．自営業者で青色申告の方

２．自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額を越えている場合

３．給与所得者で
     ①２ヶ所以上から給与を受けていた場合 
　②給与収入が２千万円を超えていた場合 
　③給与所得や退職所得以外の所得が合計で２０万円以上あった場合 
　④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
　⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃な
　どを受け取っていた場合

１

相続税は何に対してかかるのか？１

相続税がかかる場合、かからない場合2

2

3

被相続人に所得あり 死亡のため所得なし
3/15
↑

確定申告

6/1
↑
死亡

10/1
↑

準確定申告の期限

申告先

申告者

必要
書類

被相続人（死亡した人）の死亡当時の住所地を管轄する税務署

・相続人または包括受遺者 
・相続人が複数人いる場合は、各相続人が連署で行います。

・確定申告書
・確定申告書の付表
・給与や年金の源泉徴収票
・医療費控除のための領収書
・生命保険や損害保険の控除証明書 
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。

課税価格の算出

期限
４ヵ月
以内

4ヶ月

▼こんな方は準確定申告が必要です

　相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる
税金で、統計的には相続が発生した方100人のうち４～５人程度の割合で発生してい
ます。そこで、「自分は大丈夫だろうか？」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組
みを説明させていただきます。

― ― +

　
　
　

＋
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財
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　確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の 1月 1日から亡く
なった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から４
か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。これを「準
確定申告」といいます。

通常は翌年の３月１５日までに確定申告すべきものですが、被相続人が死亡
の場合は、相続開始があった事を知った日から４ヵ月以内に準確定申告をし
なければなりません。  

相続税がかかる 相続税がかからない

課税価格の合計額 課税価格の合計額 基礎控除額基礎控除額＞ ＞=

相続税の基礎控除額＝3,000万円＋法定相続人の数×600万円

例）相続税の課税価格の合計額　5,000万円の場合
１）法定相続人　奥様・長男・次男の場合
3,000万円＋3人×600万円＝4,800万円
課税価格の合計額　5,000万円＞基礎控除額4,800万円
→よって、相続税がかかります。

２）法定相続人　奥様・長男・長女・次男の場合
3,000万円＋4人×600万円＝5,400万円
課税価格の合計額　5,000万円＜基礎控除額5,400万円
→よって、相続税はかかりません。

Ⅱ
．相
続
手
続
の
進
め
方
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Ⅱ
．相
続
手
続
の
進
め
方

相続税の申告と納付6．
前頁参照課税価格の算出STEP 1

課税遺産総額の算出STEP 2

相続税の総額の計算STEP

STEP

3
A

B

C

各人の納付すべき相続税額の計算4
A

B

〈相続税の速算表〉

相続税の計算方法

　相続税の計算方法

申告が必要な場合 相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合
には相続税の申告が必要です。

相続開始から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の
住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。申告期限と提出先

相続税の納付方法

納付方法と
納付期限

相続税の納付は全額を１回で納付が原則。
納付期限は相続開始から10ヶ月以内です。

最寄の金融機関または所轄の税務署で
納付書に金銭を添えて納付します。納付の方法

ⅰ)期限に間に合わない時は…延納

延納とは
相続税が多額で、一度で支払うのが困難な場合に、
担保提供を条件として相続税の元金均等年払いによる
延納を行うことができます。

・納付すべき税額が10万円を超えていること
・金銭で一括納付することが困難であること
・担保を提供すること
・納期限までに延納申請書を提出すること

延納の要件

ⅱ)金銭で納められない時には…物納

物納とは
延納によっても金銭で納付することが困難であり、
かつその納付を困難とする金額の限度内である他、
一定の要件を満たす場合に金銭の代わりに物で納める方法

第１順位：国債、地方債、不動産、あるいは船舶
第２順位：第１順位の財産を用意できない場合は
　　　　　社債、株式などの有価証券
第３順位：第１、第２順位の財産を用意できない場合は動産
特定登録美術品は上記順位にかかわらず物納に充てることができます。

物納の優先順位

１

2

3

法定相続人の取得金額
平成27年1月1日以後の相続または遺贈分

税率 控除額
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

1億円以下
2億円以下
3億円以下
6億円以下

1,000万円超
3,000万円超
5,000万円超

1億円超
2億円超
3億円超
6億円超

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

－－－－　

50万円

200万円

700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円

課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します。

按分したそれぞれの金額に税率を掛けて、税額を計算します。

計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります。

相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します。
（一定の要件に該当すると２割が加算されます）

按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます。
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争族対策１．

相続はある日突然発生する場合が多いため、つ
い、起きてしまってから慌ててしまいがちですが、
見方を変えれば必ず起こることでもあるために、
事前にしっかりと準備を進めておけば、慌てずに
済む問題でもあると言うことができます。
早めに準備を進めておきたいものです。

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を書いて
おいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。

争族対策とは、遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことの
ないように、予め対策を講じるということです。

遺産の分割は、相続人間の話合い（遺産分割協議）で決めるのが理想的と
いえますが、相続人全員が納得するようにまとめることは難しいものです。ま
た、事業の継承問題など遺産が細分化されることが望ましくないということ
もあります。

そこで、相続争いや事業の継承問題などを未然に防ぐには、遺産の分配方
法などを相続人に伝えておくことが必要です。ただ、遺産の分配方法を口頭
で伝えるだけでは、法的な効力がありませんので、『遺言書』として残してお
くのが確実です。

特に、家族関係が複雑な場合や相続人が配偶者と兄弟の場合など揉める要
素があると考えられるときには、遺言書の作成は大変有効な方法であると言
えます。

生前対策は、

子どもがいない

相続人が一人もいない

相続人の数が多い

内縁の妻（または夫）がいる

自分が死んだ後の妻（または夫）の生活が心配だ

相続人の中に行方不明者がいる

世話を焼いてくれた嫁（または婿）がいる

障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい

家業を継ぐ子どもがいる

遺産のほとんどが不動産だ

自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない

再婚など、家族構成に複雑な事情がある

隠し子がいる

遺産を社会や福祉のために役立てたい

相続に自分の意志を反映したい

特定の人だけに財産を譲りたい

推定相続人以外に相続させたい

財産を予め同居している子の名義にしておきたい

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

!節税
対策

争族
対策

納税
資金
対策

相続対策
争族対策
（相続人同士がもめないようにすること）

相続税対策
（①節税対策、②納税資金対策・・・Ｐ23,24で後述）

の大きく２つに分かれます。

生前対策は

1 争族対策とは

2 遺言書必要度チェック
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法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。もちろんそれ以外の
ことを書いてはいけないというわけではありません。残された方のことを考えて「付言事
項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

　遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定めら
れています。それ以外の方法で作成されたもの
や口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じ
ません。それどころか、かえって紛争の種になっ
てしまう可能性すらあります。そのため、よく
注意して作成する必要があります。

ここでは、一般的によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
について見てみましょう。

3 4遺言書の種類 遺言書でできること

公正証書遺言

概説

メリット

デメリット

自筆証書遺言

・公証人役場で、2名の

証人の前で遺言内容を

公証人に申し述べ、公

証人が遺言書を作成す

る

・証人が必要。

※成年者であることが必

要で、推定相続人やそ

の配偶者、ならびに直

系血族等はなれない

・費用がかかる

・公文書として、強力な

効力をもつ。

・家庭裁判所での検認手

続が不要。

・死後すぐに遺言の内容

を実行できる。

・原本は公証役場に保管

されるため、紛失・変

造の心配がない。

・手軽でいつでもどこでも

書ける

・費用がかからない

・誰にも知られずに作成で

きる

・不明確な内容になりがち。

・形式の不備で無効になり

やすい。

・紛失や偽造・変造、隠

匿のおそれがある。

・家庭裁判所での検認手続

が必要

・自筆で遺言書を作成し、

日付、氏名を記入の上、

押印する。

第三者への遺贈

信託の設定

遺産分割の禁止

法定相続と異なる
相続分の指定

相続人ごとに
相続させる財産の指定

遺留分の減殺方法の指定

遺言執行者の指定

未成年後見人の指定

認知

生前贈与、
遺贈の持戻しの免除

共同相続人間の
担保責任の減免・加重

法定相続人の廃除
またはその取り消し

社会に役立てるための
寄付

お世話になった人など相続人以外の人にも財産を
贈与することができます

社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を
寄付することができます

信託銀行などに財産を管理・運用してもらうため
の信託設定をすることができます

相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか
指定することができます

法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合
に、相続人それぞれの相続分を指定することがで
きます

５年間遺産分割を禁止することができます

相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができ
ます

生前に行った贈与などは、通常相続から調整され
ることになりますが、遺言によってそれを免除す
ることができます

相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減
殺の順序や割合を指定することができます

遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定する
ことができます

相続人の中に未成年者がいて親権者がいない
場合は、遺言によって後見人を指定することが
できます

婚外の子を認知することができ、認知された子
は相続人となることができます

遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥が
あって損害を受けた時、相続人同士はお互いの
相続分に応じて保障しあうことが義務となってい
ますが、遺言でその義務を軽減したり加重するこ
とができます

◎遺言書の種類 

財
産
の
処
分
に
関
す
る
こ
と

相
続
に
関
す
る
こ
と

身
分
に
関
す
る
こ
と遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、

公正証書遺言が最も安全・確実です

Ⅲ
．生
前
対
策
の
進
め
方
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遺
言
書　

私
は
、
私
の
遺
産
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
遺
言
す
る
。

一
、
妻
岡
山
花
子
（
昭
和
○
年
十
月
一
日
生
）
に
対
し
て
は
次
の
財
産
を
相
続
さ

せ
る
。

　
　
　

①　

岡
山
市
北
区
問
屋
町
○
番

　
　
　
　
　
　

宅
地　

○
○
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

②　

同
地
同
番
地　

家
屋
番
号　

五
番

　
　
　
　
　
　

居
宅　

木
造
瓦
葺
二
階
建　

　
　
　
　
　

一
階　

○
○
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

ニ
階　

○
○
平
方
メ
ー
ト
ル

　
二
、
長
女
中
野
さ
く
ら
（
昭
和
○
年
三
月
十
五
日
生
）
に
は
、
次
の
財
産
を
相
続
さ

せ
る
。

　
　
　

①
備
中
銀
行
本
店
営
業
部
の
私
名
義
の
す
べ
て
の
預
金
債
権　

三
、
長
男
岡
山
一
郎
（
昭
和
○
年
八
月
八
日
生
）
に
は
次
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
。

　
　
　

①
株
式
会
社
○
○
商
事
の
株
式
一
万
株

四
、
一
条
〜
三
条
に
記
載
し
た
以
外
の
私
の
財
産
の
す
べ
て
を
妻
岡
山
花
子
に
相
続

さ
せ
る
。

五
、
岡
山
市
北
区
問
屋
町
13
番
地
103　

税
理
士　

竹
村
高
志　

を
遺
言
執
行
者
に

指
定
す
る
。

付
言
事
項

    

私
の
人
生
は
、
妻
と
二
人
の
子
ど
も
に
恵
ま
れ
て
幸
せ
で
し
た
。
妻
花
子
の
今

後
の
生
活
の
こ
と
を
考
え
て
こ
の
遺
言
書
を
つ
く
り
ま
す
。
さ
く
ら
と
一
郎
に

は
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
大
事
に
、
私
の
死
後
も
家
族
仲
良
く
生
活
し
て
い
っ
て
く

れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
日

　
　
　

岡
山
市
北
区
問
屋
町
○
番
○
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
辰
夫　

 

㊞

5 遺言書を書いてみよう

相続がスムーズに進められるような遺言作成を心掛けます。
　相続人に保証されている遺留分（最低限の相続分）への対策
　特別にお世話をした人の寄与分（お世話への対価）への対策
　遺言の無効主張への対策
　相続人の人生設計をも考慮した対応
　
円滑に相続手続ができるような遺言書を作成します。
　明確な内容で法務局等の手続先も納得させます
　相続手続の執行まで責任を持ちます
　遺言書の安全な管理をお約束します

　前述したように遺言書は公正証書化することが最も効果的な
手段です。
　また、考えていらっしゃる分配のあり方を実現するのに、よ
り良い方法が見当たる可能性もあります。その場合、推定相続
人や財産の調査をした上で再提案させていただいております。

名前、印鑑、日付は必須です。
日付まできちんと書いてください。
平成●年●月吉日はNGです。

預貯金、株式その他の財産についても、客観的な
資料からできるだけ詳しく正確に特定しましょう。

遺産が不動産の場合、
登記事項証明書どおり
正確に記載しましょう。

遺言の相手方について
は、自分との続柄、生年
月日で特定し、第三者の
場合は、住所も記してお
くとよいでしょう。

タイトルはなくとも有効ですが、書いた方がよ
いでしょう。
自筆証書遺言の場合は、全文自筆で書く必要が
あります。

このように定めておけば、遺言書に書かれた以外
の財産が出てきたときに、遺産分割協議なく妻が
相続できます。

遺言の内容を実現するため、遺言執行
者を指定しておきましょう。

コラム 自分でも作れる遺言書ですが
岡山・倉敷相続サポートセンターがつくる遺言は下記の点が違います。

専
門
家
の
作
る
遺
言
書
は

何
が
違
う
？

※その他、相続税対策、納税対策まで見据えた遺言のトータルサポートが
　できる事が当センターの最大の特徴です。

こ
こ
に
注
意
！

“遺言は作っただけでは効力を発揮しない！？”

Ⅲ
．生
前
対
策
の
進
め
方
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相続税対策

相続人を増やし、税率を下げる

所有財産の評価を下げる

「相続時精算課税制度」の活用

「非上場株式等についての相続税・
贈与税の納税猶予の特例」の活用

2．

節税対策（税金を安くすること）

納税資金対策

　②相続人が一人増えるごとに、基礎控除額が600万円追加されます。

の大きく２つの考え方があります。

以下に有効な５つの対策をご紹介します。

相続税対策には

1
2

対策１

対策2

対策3

対策4

対策5 納税資金として自己株式と生命保険を活用  

①非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

②非上場株式等について贈与税の納税猶予の特例

「相続時精算課税制度」とは、60 歳以上の父母や祖父母から 20 歳以上の子や孫が贈与を受
けた財産について、2,500万円までであれば贈与税がかからないという制度です。
贈与者である父母などが亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産の価額（贈与時の
時価）を加えて相続税を計算することになります。
この制度のメリットは、
 ・生前の名義変更がしやすくなる
  ・収益不動産を名義変更することにより、賃料収入を子や孫に移すことができる（相続税対策）
などがあげられます。

後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を
被相続人（先代経営者）から取得し、その会社を経営していく場合には、一定の要件を満
たせばその後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等（一定の部分に限ります。）に
係る課税価格の 80％に対応する相続税の納税が猶予されます。

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等
を親族（先代経営者）から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、
一定の要件を満たせばその後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等（一定の部分
に限ります。）に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。

①納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入すると、保険金でスムーズに現金を用意す
ることができます。また、保険の掛け金を払うことで相続財産を減らすことができ、かつ、
生命保険金の非課税枠（500万円×法定相続人の数）を利用することができます。

②会社を経営している場合は、会社の株式を活用するという方法もあります。 
以前は、未上場会社の株式は、一般市場性のない株式ですから、売りたくても売ることが
できませんでした。それにもかかわらず、会社の内容が優良であればあるほど株価も高くなり、
株価に対して高い相続税が課税されていました。
現在は、自社の株式を相続した遺族がその株式を会社に売却することが認められており、
売却資金を使って納税を行うということが可能になりました。

　様々な相続税対策を行なっても、相続税がかかる場合もあります。そのための
納税資金を自己株式と生命保険で用意しておくことができます。

　土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があり
ますので、下記のような方法で土地・建物の評価を下げることが可能です。

　相続税を減らすには、相続人の数を増やすという方法が有効です。

そのために有効なのが「養子縁組制度の活用」ですが、一定の制限があり
ますので詳しくはご相談下さい。

①更地で土地を持っている場合は、一定の要件を満たす建物を建てること
で相続税評価額を大きく下げることができます。（何も建てていない更
地の状態に比べ、最大80％減の評価になります）

①相続人を増やすと一人当たりの相続額が減り、税率区分を下げることが
できます。 

② 建てた建物は、固定資産税としての評価額がそのまま相続税の評価額
になり、建築費の60％まで下がるといわれています。木造アパートの場
合は、更に評価額が下がり、節税効果も大きくなります。 

※以上の内容は平成26年4月1日現在時点のものです。

制度概要（平成27年1月1日以降）
60 歳以上の父母、祖父母

20歳以上の子、孫

贈与税＝（贈与財産の価額－2,500 万円）×20%

2,500 万円まで贈与税がかかりません。
2,500 万円を超える部分の金額は一律 20%の贈与税がかかります。

贈与者である父母などが亡くなったとき
相続税がかかる財産＝遺産＋贈与財産の価額（贈与時の時価）

贈与者（あげる人）

受贈者（もらう人）

贈与時

相続時
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岡山・倉敷相続サポートセンターの
３つの安心 ご相談から解決までのサービスフロー

相続に関するご相談無料！（初回 60 分）

初めての相続でも安心です！

私達は相続手続＆相続税の専門家

１． 2．
1

2

3

まずはお電話下さい！(初回60分 )無料相談

0120-931-172 電話受付：
平日8:30 ～17:00

サービスメニューのご説明とお見積＆ご契約

各種調査（全般）

各種調査（個別） 生前対策

相続財産調査・相続人調査

準確定申告（相続発生後４ヶ月以内）
必要書類を作成し、申告いたします。

相続税申告書作成＆提出（相続発生後１０ヶ月以内）
相続税申告書を作成し、申告いたします。

●遺言の検認・執行
●相続方法に関するアドバイス
●遺産分割協議書の作成
●相続登記の実施（提携司法書士）

●遺言書作成＆アドバイス
●相続対策のご相談
●事業承継のご相談
●その他生前対策

※二次相続対策が必要な場合は適宜アドバイス、ご相談承ります。

　相続は、遺言書の書き方から相続手続・相続税申告
まで難しいことだらけです。
　そこで、岡山・倉敷相続サポートセンターでは、お客様
の不安な気持ちを少しでもやわらげるためにも、相続に
関するご相談を無料で承っております。
　専門家として皆様のご質問にしっかりと対応させてい
ただきます。まずはお気軽にお電話下さい。

　相続のことがよく分からないお客様お一人でも安心してご相談できますよう、相続
手続に慣れたベテランスタッフが対応させていただきます。
　また、私どもの税理士が手続のみならず、相続税が発生するのか？準確定申告は
必要なのか？といった税務のアドバイスまで行います。
　相続手続に関するあらゆるサービスは全て私どもにお任せ下さい。

　相続は人生の中で何度も経験することではありません。
岡山・倉敷相続サポートセンターは、ご相談から解決まで一
つの窓口で、お一人一人にあったサポートを提供いたします。
さらに、費用は一つ一つの手続ごとに明確に規定しており
ます。思わぬ出費が発生することはありません。
　各専門家のコーディネートから進捗管理まで、相続手続は
まるごと私どもにお任せください。
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